
施設基準及び診療報酬に係る院内掲示について 

【明細書発行体制加算】 

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の 

算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 

明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。 

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 

 

【地域支援・外来医薬品供給対応体制加算】 

後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。また、医薬品の供給不足等が生じた場合、治療計画の見直しや、 

適切な対応ができるように体制を整備しております。 

ご不明な点がございましたら、医師又は薬剤師にお尋ねください。 

 

【時間外対応体制加算１】 

当院を継続的に受診している患者さまからの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる体制を整えており、 

「時間外対応体制加算１」を算定しております。 

 

【特定疾患療養管理料】 

当院では、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者様に対し、患者様の状態に応じ、以下のような体制で包括

的な診療を行っております。 

・病状の評価・診療計画： 専門的・総合的な視点で、継続的な病状の評価、定期的な検査、治療計画の見直し 

を行います。 

・指導・管理      ： 生活習慣改善のための食事・運動指導、服薬管理を行います。 

・処方対応       ： 患者様の状態に応じて、28 日以上の長期投薬を行うことが可能です。 

 

【下肢抹消動脈疾患指導管理加算】 

当院では、慢性維持透析を行っている患者様に対し、下肢抹消動脈疾患に関する検査を行っております。 

検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合は、その旨を説明し同意をいただいた上で、連携医療機関へ 

紹介させていただいております。 

ご不明な点がございましたら、医師または看護師にお尋ねください。 

下肢抹消動脈疾患に関する連携医療機関：茅ヶ崎市立病院 

 

【腎代替療法診療体制充実加算】 

当院では、患者様が自分に合った腎代替療法（腎移植、腹膜透析、血液透析）を選択できるよう、以下の体制を 

整備しています。 

・腎代替療法に関する説明：患者さんごとの適応に応じて、腎代替療法について必要な説明を行っております。 

・腎移植に係る取り組み ：患者さんの希望に応じて、腎移植に関する相談に対応しております。 

・災害対策の強化     ：ハザードマップに基づくリスク把握、災害対応マニュアルの作成、年 1 回以上の 

情報伝達訓練・防災訓練を実施しています。 

・シャントトラブル対応  ：透析治療に欠かせないシャントの狭窄や閉塞などのトラブルが発生した際は、 

速やかに連携先の専門医療機関へ紹介・診療依頼を行い、適切な治療を受けられる 

よう手配いたします。 

 

医療法人社団茅ヶ崎セントラクリニック  院長 


